
 

 

届出等手続きフロー図 

 

特定施設の新設・改修等にあたっての手続き等の主な流れ 

 
……… 特定施設の新設、改修等をしようとする者は、着工前に知事

に届け出る必要があります。 

 

……… 届出先・内容審査は、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏

市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子市、浦安市、木更津

市及び習志野市においては当該市に、他の市町村の場合は、

原則として床面積が2,000㎡以下かつ4階建て以下の建築物

については所管土木事務所、床面積が2,000㎡超又は5階建

て以上の建築物については県土整備部都市整備局建築指導課、

建築物以外（公共交通機関及び公園等）については健康福祉

部健康福祉指導課になります。 

    届出された内容が整備基準に適合しない場合、指導及び助言

を行います。 

 

……… 知事は、届出を行わずに着工をした場合に勧告及び公表をす

ることがあります。 

 

……… 知事は、職員に条例の規定の施行に必要な限度において特定

施設に立ち入り、当該施設の構造及び設備について調査させ

ることがあります。 

 

……… 知事は、工事が届出の内容と異なり、かつ、整備基準に適合

しないときは必要な措置を講ずるように勧告することがあり

ます。 

    また、勧告に従わないときは公表することがあります。 

 
……… 公益的施設等が整備基準に適合している場合は、知事に適合

証の交付を請求することができます。（交付請求書の届出先及

び審査機関は新設・改修等の届出先と同じです。） 

 

……… 知事は、公益的施設等が整備基準に適合していると認めると

きは適合証を交付します。 

 

 

……… 知事は、適合証の交付を行った場合には、公表します。 

 

 

※本条例については、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市、我孫子

市、浦安市、木更津市及び習志野市の場合、「知事」の事務を事務委任により「市長」が行うこと

となっています。 
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